
医療法人制度の概要

（１） 制度の趣旨

医療を提供する体制の確保を図り、国民の健康保持に寄与すること、また医

業の非営利性を損なうことなく、その経営主体を法人化することにより、資

金の集積を容易にし、医療機関の経営に永続性を付与する。それによって、

私人の医療機関の経営の困難を緩和し、安定した地域医療の供給体制を確保

する。

 【医療法第４０条の２】（医療法人の責務）

 医療法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その提供する医療

 の質の向上及びその運営の透明性の確保を図り、その地域における医療の重要

な担い手としての役割を積極的に果たすよう努めなければならない。

（２） 医療法人化に伴うメリットと必要となる手続等

① メリット

ア 経営の永続性

イ 家計と経営の分離

ウ 新たな事業展開（複数の医療施設の開設等）

② 必要となる手続等

ア 管理運営業務等の増加

（定款（寄附行為）変更認可申請、役員変更届、登記完了届、事業報告

書等の作成）

イ 医療法人化による病院・診療所に関する手続の増加

（開設許可、変更許可等）

ウ 行政の関与

（業務会計状況の報告、立入検査権、措置命令、業務停止命令等）

（３） 平成１９年３月の医療法改正に伴う主な変更点

○社会医療法人制度の創設と特別医療法人制度の廃止

（平成２４年３月３１日まで存続）
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○残余財産の帰属すべき者が、国、地方公共団体又は規則３１条の２に規定する者

（公的医療機関の開設者、医師会等）のうちから選定される。（医療法第４４条第５

項） 
○医療法人の管理体制の見直し 
  理事若しくは監事又は社員総会若しくは評議員会の各機能を明確にした。 
○医療法人は、毎会計年度終了後２月以内に事業報告書等を作成し、３月以内に 
知事又は保健所長に届け出なければならない。 
また、行政への届出に係る書類については、債権者だけでなく一般の人も閲覧で

きる。 
○基金制度の創設。（現金及び不動産等、法人と拠出者との契約） 
 
（４）医療法人の設立について 
○医療法人の設立申請ができる方 
 ① 医師又は歯科医師である方 
 ② 欠格条項（法第４６条の２第２項）に該当していない方 
  ア 成年被後見人又は被保佐人でない方 
  イ 医療法、医師法、歯科医師法及び関係法令に、現在及び過去２年間違反し

ていない方 
  ウ 禁錮以上の刑に処せられ、刑を執行されているか執行猶予期間中でない方 
 
（５）その他 
○医療法人の構成（社団たる医療法人の場合） 
 ① 役員 
   医療法人は理事（原則として３人以上）と監事（１人以上）を、その役員と

して置かなければなりません。 
   役員は、前記の「欠格条項」に該当していない方で、自然人に限られます。 
  また、設立しようとしている法人と取引関係にある営利企業の役職員になって

いる方が役員に就任することは望ましくありません。 
 ア 理事 
   ・法人の事務を執行。 
   ・管理者は、原則として理事にならなければなりません。（医療法第47条） 
   ・理事には、通常、社員の全部又は一部の方が就任しますが、社員以外の方

が就任しても差し支えありません。 
 イ 理事長 
   ・理事長は、法人を代表し、業務を総理する。 
   ・理事長は、原則、医師又は歯科医師であることが必要です。 
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・理事長は、理事の中から互選される。

ウ 監事

・監事の職務は、法第４６条の４第７項に規定されています。

・監事は、理事や医療法人の職員と兼ねることはできませんが、社員であっ

ても差し支えない。

・設立しようとしている法人と利害関係が深い方、他の役員と親族等の特殊

の関係がある方は就任できません。

② 社員

ア 医療法人社団は、人々の集合体であり、その人々を社員といいます。

イ 社員は、原則として三人以上としてください。

ウ 拠出した方は、原則、社員になります。

エ 拠出していない方でも社員になれます。

オ 医療法人や株式会社等は、社員にはなれません。

③ 従業員

ア 医療法人の開設する病院等で働いている方をいいます。（例．薬剤師、看護師、

事務員など）

イ 理事長や常務理事等であっても、法人が開設する病院等で働いていれば従業

員です。
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医療法人設立認可基準

事  項 認 可 基 準 根拠規定 運   用

役員及び社員

(評議員)の数 
① 役員は原則として理事３人以上、監事１人以上。

ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた

場合は、１人又は２人の理事を置くことで足りる。

② 社団方式とする場合社員は３人以上。

③ 財団方式とする場合は評議員を置く。

④ 役員構成から見て、特定の営利法人によって経営が左右

されるおそれがないこと。

法第46条の 
2① 

通知

① 同左

・理事を１人とすることができるのは、

相当の理由がある場合のみとする。

② 同左

③ 同左

④ 医療法人の役員は、当該 医療法人

と取引関係のある 営利法人（医薬品等

会社や賃貸借契約を結ぶ不動産会社、親

族会社等）の役員でないこと。

役員の資格

（理事、監事） 
① 成年被後見人又は被保佐人でないこと。

② 医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の

規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わ

り又は執行を受けることがなくなった日から起算して

２年を経過しない者でないこと。

③ ②に該当するものを除くほか、禁錮以上の刑に処せら

れ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなる

までの者でないこと。

④ 医療法人の開設する病院等の管理者は原則として理事

に加えること。

⑤ 監事については、①～③のほか、理事又は医療法人の職

員（管理者を含む。）を兼ねてはならない。

   また、他の役員と親族等の特殊の関係がある者ではな

いこと。

法第46条の 
2② 

法第47条 

法第48条 

指導要綱     E

① 同左

② 同左

③ 同左

④ 同左

⑤ 親族とは民法第725条に規定される

次の者をいう。

・六親等内の血族

・配偶者

・三親等内の姻族

理事長の資格 医師又は歯科医師のうちから選出すること。 法第46条の 
3① 

同左

A資 産 要 件      E ① 医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保

健施設の業務を行うために必要な施設、設備又は資金を

有しなければならない。

② 病院・診療所の土地、建物等の賃貸借している場合は、

適正な契約が行われており、契約期間は医業経営の継続

性の観点から長期間であることが望ましい。

なお、賃借料については、近隣の土地、建物等の賃借

料と比較して著しく高額なものである場合には、医療法

第５４条（剰余金配当の禁止）の規定に抵触するおそれ

があるので留意されたい。

③ 設立時の純資産額（基金拠出額）が、２ヶ月分の運転資

金か400万円のいずれか大きい方の額以上であること。 

規則第30条

の34 

通   知

通   知

県独自基準

① 資産と負債の状況及び必要な施設と

設備の確保について確認すること。

② 自動継続条項がある場合は、契約期

間が１、２年でもよい。自動継続条項が

ない期間を定めた契約の場合、最低限契

約期間を最低限５年とする。

賃借料については、当該土地・建物の

固定資産税の評価額を証する書類や近隣

価格等を勘案し、妥当性を判断する。

開 業 実 績 個人での医療機関の経営実績が１年以上であること。 県独自基準

収 支 要 件 医療法人の年間収支見込額が利益400万円以上であること。 県独自基準 

「 法 」  医療法（昭和２３年法律第２０５号）

「規則」  医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０号）

「通知」  平成１９年３月３０日医政発第０３３００４９号（厚生労働省医政局長通知）「医療法人制度について」

「指導要綱」平成２年３月１日健政発１１０号（最終改正 平１９医政発０３３００４９号）

「病院又は老人保健施設等を開設する医療法人の運営管理指導要綱の制定について」
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